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社会福祉士シリーズ第 19巻 

福田幸夫・森長秀編『権利擁護と成年後見制度』［第 4版］：補遺 ＆ 正誤表        2020.05.07. 

 

2018（平成 30）年 4月以降の法改正による大きな変更点等について、その概要をお知らせします。 

法改正による変更箇所を黄色い蛍光ペンにしてあります。 

誤植の修正箇所をピンクの蛍光ペンにしてあります。お詫びして訂正させていただきます。 

 

頁・行 修正前 修正後 

29頁・章扉「4」2行目 未施行（3年以内に施行）であるこ

とを考慮し、… 

2020年 4月 1日施行であることを

考慮し、… 

41頁・欄外「婚姻年齢」 婚姻年齢 婚姻年齢 

2018（平成 30）年 6 月に「民法の

一部を改正する法律」が成立し、男

女の婚姻年齢が 18歳に統一された

（2022年 4月 1日施行）。 

41頁・欄外「成年擬制」 成年擬制 成年擬制 

2018（平成 30）年 6 月に「民法の

一部を改正する法律」が成立し、民

法737条および753条の廃止が決定

された（2022年 4月 1日施行）。 

51頁・上から 7行目 …遺産の一定割合が遺留分（民

1028条）として… 

…遺産の一定割合が遺留分（民

1042条）として… 

53頁・表 3-1の項目見出し 遺留分（民 1028・1044） 遺留分（民 1042） 

113頁・上から 8行目 （民 237条） （民 273条） 

 

 

法改正に伴い、48頁 9行～23行「（2）特別養子縁組（＝実方の血族との親族関係が終了する縁組）」を

以下の文章に差し替えて下さい。①の元の文章に一部削除があり、④に大幅な変更があります。 

 

 

（2）特別養子縁組（＝実方の血族との親族関係が終了する縁組） 

〔特別養子縁組の成立〕（民 817条の 2～8） 

①父母による養子となる者の監護が著しく困難または不適当であることそ

の他特別の事情がある場合において、子の利益のため特に必要があるとき

に限り、養親となる者の請求により、家庭裁判所は特別養子縁組を成立さ

せることができる。 

 その他の制限として次のものがある。 

②養親は配偶者があることが必要で、養親が共同で縁組する 

③養親の年齢制限（25 歳以上。ただし、一方が 25 歳以上で他方が 20 歳以

上でも可） 

④養子の年齢制限等（請求時に15歳未満で特別養子縁組成立時に 18歳未満。

ただし養子が 15 歳に達する前から養親に監護されている場合で、やむを

得ない事情で特別養子縁組の請求がされなかった場合は 15 歳以上でも

可。養子が 15歳に達している時は養子の同意が必要） 

⑤実父母の同意（父母が意思表示できない場合または父母による虐待、悪意

の遺棄その他養子となる者の利益を著しく害する場合は同意不要） 

 

 


